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　６月 21 日（日）、太地町と新宮警察署及び串本海上保安署の合同による災害警備訓練を実施
しました。
　はじめに、大東・小東地区を対象に津波避難訓練を行い、その後、東の浜ふれあい広場に場所
を移し行った災害警備訓練では、現地本部設営訓練や通信訓練、ヘリコプターや巡視船で運ばれ
てきた救援物資の輸送訓練を実施しました。

　７月１日（水）、監査委員を退任された柳川弘さんに感謝状を贈呈しました。また、同日、新
しく監査委員に選任された向井一郎さんの委嘱状交付式を行いました。

　７月 14 日（火）、役場で、消防団を退団さ
れた方に町長から感謝状を贈呈いたしました。
　今回退団された正崎弘康さんにおかれまして
は、長年にわたり消防団員として町のためにご
尽力いただき、誠にありがとうございました。

～平成 27年度合同災害警備訓練を実施しました～

～監査委員感謝状贈呈及び委嘱状交付式を行いました～

～消防団退団者感謝状贈呈式を行いました～

 

広報たいじ　今月のトピックス

要支援者の搬送

退任された柳川弘さん

救援物資輸送訓練

新たに監査委員に選任された向井一郎さん

写真下段右　正崎弘康さん
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　平成 27 年第２回太地町議会定例会が、6 月 17
日に開会しました。
　今定例会には町長から、承認の件６件、報告２
件、人事案件２件、条例の一部改正３件、財産の
処分１件、補正予算４件が提出され、審議されま
した。
　一般質問では、２名の議員から質問が行われ、
町政一般について町の考えを問われました。

　専決処分の承認
※太地町税条例等の一部を改正する条例【承認】
※平成26年度太地町一般会計補正予算（第7号）

【承認】
※平成 26 年度特別会計太地町国民健康保険事

業補正予算（第２号）【承認】
※平成 26 年度特別会計太地町介護保険事業補

正予算（第４号）【承認】
※平成 26 年度特別会計太地町後期高齢者医療

事業補正予算（第２号）【承認】
※平成 26 年度特別会計太地町都市計画公共下

水道事業補正予算（第３号）【承認】

　報告
※平成 26 年度太地町一般会計予算の繰越明許

費に係る繰越計算書
※平成 26 年度企業会計太地町水道事業会計予

算繰越計算書

　太地町監査委員の選任
※向　井　一　郎　氏

　太地町教育長の任命
※宇佐川　彰　男　氏

　条例の一部改正
※町長、副町長及び教育長の給料その他の給与

条例の一部を改正する条例【賛成多数で可決】
※太地町乳幼児医療費の支給に関する条例等の

一部を改正する条例【可決】
※太地町就学児医療費の支給に関する条例の一

部を改正する条例【可決】

　補正予算
※平成 27 年度太地町一般会計補正予算（第１

号）【賛成多数で可決】
※平成 27 年度特別会計太地町都市計画公共下

水道事業補正予算（第１号）【可決】
※平成 27 年度特別会計太地町くじらの博物館

事業補正予算（第１号）【賛成多数で可決】
※平成 27 年度企業会計太地町水道事業会計補

正予算（第１号）【可決】

　財産の処分

　議員派遣の件

　一般質問
　※水 野 隆 司 議員

１太地町主要施策の進捗状況及び変更点と内
容について（平成 26 年第４回太地町議会
定例会一般質問の回答に基づく質問）
①道の駅について
②子ども園について
③駅の改修について
④清掃センターについて
⑤主要施策の変更点と内容について

２政治倫理と行動規範について（平成 26 年
第４回太地町議会定例会一般質問の回答に
基づく質問）
①行動規範の具体的内容について
②公職選挙法改正を（18 歳選挙権等）受

けた主権者教育について
③寄附行為の禁止等公職選挙法・政治倫理

広報について
３公共交通ネットワークについて

①町営バス等交通弱者のための交通手段の
確保について

②町営バス停留所の設置見直しと広報につ
いて

③デマンドバス（利用者の要求に対応して
運行する形態のバス）導入について

④乗合タクシー導入の拡大について
　
　　※漁 野 尚 登 議員
　　１国民健康保険について
　　　①今後の運営と保険料について
　　２町営じゅんかんバスについて
　　　①運営について
　　３くじらの博物館について
　　　①運営について
　　　②博物館と追い込み漁の関係について
　　４旧梛について
　　　①運営について
　　５道の駅について
　　　①進捗状況について
　　６鯨の海構想について
　　　①進捗状況について

議 会 報 告
平成 27 年第２回太地町議会定例会

【賛成多数で可決】
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　電気は大変便利なエネルギーですが、取り扱いを誤ると感電や火災の原因
になります。電気事故をなくすため、毎年８月に「電気使用安全月間」運動
が全国一斉に行われています。今年の重点テーマは、
　●電気は無駄なく安全に使いましょう
　●自家用設備の電気事故は、適切な保守点検と計画的な更新で防ぎましょう
　●地震、雷、風水害などの自然災害にそなえ、電気の安全に努めましょう
みなさん、日頃から電気安全を心がけてください。
　
お問い合わせ：関西電気保安協会　和歌山支店　新宮営業所
　　　　　　　 電話 0735-22-2125　URL http://www.ksdh.or.jp/

　現行のし尿収集運搬手数料の原価は、平成 19 年３月１日から据置き、現在まで８年経過してお
ります。
　近年、排ガス規制による車輌価格の上昇、さらには社会保険の改正に伴う保険料の引上げ等、必
要経費が値上りしている状況です。
　つきましては、下記のとおりし尿収集運搬手数料を改定することとなりましたので、ご理解とご
協力の程よろしくお願いいたします。

記

１　改　定　日　　　　　　平成 27 年 10 月１日から

２　し尿収集運搬手数料　　（新）18ℓにつき　２１６円（原価200円＋消費税１６円）
　　　　　　　　　　　　　（旧）18ℓにつき　１８５円（原価 171 円＋消費税１４円）

８月は電気使用安全月間です

平成27年10月１日から「し尿収集運搬手数料」の原価が改定されます
大浦浄苑

平成27年度　各種講習日程表（８月～１１月）
 

TEL X  
F  

    
 

1 2  
9 1 1  ¥9,100 8   3  

 9 17 1  ¥7,300 8 17  
 10 6 10 7  ¥10,500 9   7  

 
 

10 20  ¥8,200 9 24  

 11 10 11 11  ¥10,300 10 13  
 
 11 25 11 26  ¥12,900 10 26  
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　建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき建設現場労働者の福祉の増進と建設業を営む中小
企業の振興を目的として設立された退職金制度です。
　この制度は、事業主の方々が、労働者の働いた日数に応じて掛金となる共済証紙を共済手帳に貼
り、その労働者が建設業界で働くことをやめたときに建退共から退職金を支払うという、いわば業
界全体での退職金制度です。

加入できる事業主：建設業を営む方
対象となる労働者：建設業の現場で働く人
掛金：日額３１０円

◇建退共制度の特例措置のお知らせ◇
　建退共では、地震等により災害救助法が適用された皆様に対し、各種手続の特例措置を実施して
おります。
※詳しいことは、最寄りの建退共支部へお問い合わせください。

建退共和歌山県支部
TEL　073（436）1327

　「和歌山県よろず支援拠点」では、事業者の皆様方に、よりお気軽にご利用いただけるよう、平
成 27 年４月より、東牟婁振興局で出張相談会を定期開催しております。
　よろず支援拠点とは中小企業庁の中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業により設置
された無料の経営相談所です。
　県内の事業者様の販路拡大・資金繰り・事業継承・創業などの経営上の様々なご相談に対応して
おります。詳しくは http://yorozu-wakayama.jimdo.com/ よりご覧いただけます。

【時間】事前にご予約いただけます。
　　　　9:30 ～ 10:45　11:00 ～ 12:15　13:00 ～ 14:15　14:30 ～ 15:45　16:00 ～ 17:15

【日程】東牟婁振興局　毎月第１、第３金曜日
【参加費】無料
【申込・お問合せ先】
　和歌山県よろず支援拠点（公益財団法人わかやま産業振興財団）
　TEL:073-433-3100

●行政相談とは●
　国・県・市町村の仕事について「どうなっているんだろう」「納得できない」といった皆さまか
らの意見・苦情をお聞きし、問題の解決に努める役割をしています。相談は無料で、秘密は固く守
られますので、お気軽にご相談ください。
日時：８月19日（水）　　午後１時30分から
場所：太地町公民館２階　視聴覚室
相談委員：長尾　宝代　行政相談委員
お問い合わせ：太地町役場　総務課（電話：0735-59-2335）

知っていますか？建退共制度

「よろず支援拠点　～定期出張相談会～」のお知らせ

行政なんでも相談所
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次のとおり団員を募集します。
●活動内容
　町内で発生した水火災等の災害時に防御や救助作業を行います。また、毎月 25 日に消防演習を
実施し、放水、器具点検、礼式訓練等を行い、水火災の予防及び警戒心の喚起に努めています。
●主な行事
毎月 消防演習（８月、10 月除く） 10 月 祭典行事警戒
４月 辞令交付式 12 月 年末警戒
８月 花火大会及び柱松警戒 １月 消防出初式

　当町に居住する満 18 歳以上の方で、消防団活動に真摯に取り組むことができる熱意のある方は
下記までご連絡ください。

【太地町消防団事務局】
太地町役場総務課内消防団係
電話：５９－２３３５

　平成 13 年度より町民の通学や買い物等、町民の皆様の日常生活を支える公共交通機関として、
町内じゅんかんバスを運行しております。これまでも運行について、皆様から色々な声を聞かせて
いただいておりますが、今回は、バス停留所の位置等についてであります。
　じゅんかんバスの運行路線、バス停留所の位置及び移動については、太地町地域公共交通会議に
おいて運行区域内の公共施設等を考慮し、協議されます。また、バス停留所の設置等については、
歩行者や自動車の通行の妨げとならないことが条件となるため道路管理者や交通管理者（警察）に
よる許可が必要となっております。定められた路線を運行しますので道路の形態など現場の状況等
により、設置や移動ができない場合があります。ご不便をおかけする場合もあるかと思いますが、
ご理解、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。
　なお、平成 27 年度末に町道山中２号線（トンネル）が開通することなどから、平成 28 年度よ
り新しい車輌でじゅんかんバスを追加運行する予定であります。

太地町消防団員募集

町内じゅんかんバスのバス停留所の位置や移動について

 

 

　太地町では、災害時の緊急情報や避難情報など、町民の皆さんの安全を守り、大切な情報をお届
けするために、防災行政無線（町内放送）を受信できる機能を持った「防災ラジオ」を貸し出して
います。
◇対象　太地町全世帯
◇無償貸し出し・随時受付・その場で受け取り可能
　お申込みは太地町役場総務課
　（電話：0735―59―2335）へお願いします。
　申込書は役場にございますので、お申込みの際は印鑑をご持参ください。

　なお、お申込みや受け取りが困難な方は、お気軽に役場総務課までご連絡ください。

防災ラジオの貸し出しについて



政治家の寄附やあいさつ状の禁止について

　政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。違反する
と処罰の対象となります。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。政治家
とは、現に公職にある人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする人のことをいいま
す。公職とは国会議員、地方公共団体の長及び議員のことです。

１　政治家の寄附の禁止
　政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること（政治団体や親族に対するものを
除く）は、その時期や名義のいかんを問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰
則の対象となります。また、祭りへの寄附や差入れ、お中元やお歳暮等も寄附になるの
でご注意ください。

（１）政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
（２）政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

２　政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
　政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることは禁止されており、政治家を
威迫あるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰され
ます。政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されま
す。

３　政治家の関係団体の寄附の禁止
　政治家が役職員、構成団体である団体、会社が、選挙区内にある者に対して、政治家
の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止さ
　れており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。（政党に対するものは除く）

４　年賀状等のあいさつ状の禁止
　政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀
状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状を出すことが禁止されています。

５　あいさつを目的とする有料広告の禁止
　政治家や後援団体（後援会）が選挙区内にある者に対するあいさつを主たる目的とし
て、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告（いわゆる名刺広告）を出す
と処罰されます。なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告をす
るように求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

※お問い合わせ先：太地町選挙管理委員会（電話番号５９－２３３５）

選挙管理委員会からのお知らせ

11



《保健衛生関係 8月行事予定》
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ー白馬からお便りー【姉妹都市「白馬村」コーナー】

住民基本台帳
（平成 27 年 6 月末日現在）

総人口 3,304 人
　　男  1,499 人
　　女  1,805 人

世帯数   1,645 世帯
（前月比：総人口   3 人増
              世帯数   3 世帯増）
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子育て支援関係
月　　日 事　業　名 時　　間 場　　所

８月 28 日（金） おもちゃ広場 9：30 ～ 10：00（受付） 多目的センター
健康相談

月　　日 事　業　名 時　　間 場　　所
８月  ５日（水） 乳幼児健康相談 10：00 ～ 11：30 多目的センター

８月  ７日（金） 成人健康相談（血圧測定）

10：30 ～ 11：30 公民館
13：00 ～ 13：30 平見集会所
13：45 ～ 14：15 老人憩の家
14：30 ～ 15：00 寄水集会所

８月 24 日（月） 成人健康相談（血圧測定） 15：00 ～ 15：30 森浦集会所
★平成 27 年度より成人健康相談（血圧測定）14：30 ～ 15：00 の開催場所は毎月寄水集会所で行いますので、ご注意下さい。
健康教育

月　　日 事　業　名 時　　間 場　　所
８月  ３日（月） なかよし体操 13：30 ～ 15：00 東新集会所８月 17 日（月）
８月 10 日（月） なかよし体操 13：30 ～ 15：00 森浦集会所８月 24 日（月）
健診

月　　日 事　業　名 時　　間 場　　所
８月  ６日（木） 10 か月児健診 13：00 ～ 13：10（受付） 那智勝浦町福祉健康センター
８月 27 日（木） ４か月児健診 13：00 ～ 13：10（受付） 那智勝浦町福祉健康センター
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